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はじめに

近年、急速に変化するデジタル社会において、GIGAスクール構想の進展、「視覚障害者等の読書環境

の整備の推進に関する法律」や「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」を踏ま

え、多様な子供たちの個別最適な読書環境を整備し、すべての子供の読書機会を確保するために、ICTを

効果的に活用し、アクセシブルな書籍や電子書籍等を整備すること等が求められています。こうした状

況の中では、教師、保育士、学校司書、司書等、子供の読書活動に関わる人材にも、さまざまな知識や

能力、スキルの向上が期待されています。

政府が策定した第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」（令和５年３月２８日閣議

決定）においても、こうしたニーズに対応できるよう、国、都道府県、市区町村、図書館等、関連機関

は、読書活動に携わる人材育成の在り方を見直し、必要に応じ、研修その他の適切な措置を講ずること

としています。

これらを踏まえ、文部科学省は令和5年度に「読書活動の推進に携わる人材の育成」をテーマとした実

態調査を行いました。本調査においては調査検討委員会を設置し、地方公共団体で実施されている、司

書教諭、学校司書、教師、保育士、司書、司書補等の子供の読書活動の推進にかかる研修についてのア

ンケート調査を行いました。また、有識者の助言を受け、個別のヒアリング調査を行い、教育委員会や

図書館、養成機関等、さまざまな事例の収集と、その結果に関する同委員会における分析等をまとめま

した。

今回の調査につきまして、御協力いただいた地方公共団体や関係者の皆様に深く感謝申し上げるとと

もに、本調査が各地方公共団体等の子供の読書活動推進に向けた一助となれば幸いです。
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令和6年3月
文部科学省総合教育政策局地域学習推進課

0. はじめに                        

1.公立図書館/地方公共団体における研修実施状況

1) 公立図書館主催の研修実施状況

2) 学校図書館所管課主催の研修実施状況

3) 特別支援学校を含む教員研修担当課主催の研修実施状況・法定研修

4) 特別支援学校を含む教員研修担当課主催の研修実施状況・法定以外の研修

5) 幼児教育所管課主催の研修実施状況・法定研修

6) 幼児教育所管課主催の研修実施状況・法定以外の研修

7) 保育所所管課主催の研修実施状況

2. 研修を実施していない理由

3. 先進事例集

1) 徳島県教育委員会の事例

2) 山形県立図書館の事例

3) 多摩市立図書館の事例

4) 北海道教育委員会の事例

5) 杉並区立済美教育センターの事例

6) 国立青少年教育振興機構の事例



本調査研究では以下をデジタル社会への対応に係る研修の具体的内容として例示しています。

・読書バリアフリー法

・障害者サービスの基本理念

・障害者サービス用資料の特徴、入手方法

・障害者向け機器

・点訳や音訳、アクセシブルな電子データの製作方法

・サピエ図書館や国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービスの活用

・障害がある利用者への実際のサービス提供、職員の役割

本調査研究では以下をデジタル社会への対応に係る研修の具体的内容として例示しています。

・デジタル社会における図書館と図書館職員のあり方

・デジタル社会における図書館システムの機能や要件

・デジタルを活用した図書館サービス

・電子書籍・電子図書館

・資料のデジタル化の基礎、実務上の注意点

・オンラインデータベースの利用

公立図書館主催の研修実施状況

回答図書館数 研修実施図書館数 本調査研究における研修テーマの実施館数

都道府県立図書館 57
52

(91.2%)

デジタル社会への対応に係る研修 25 (48.1%)

障害者サービスに係る研修 31 (59.6%)

政令市・中核市を含
む市区町村立図書館 2549

894
(35.1%)

デジタル社会への対応に係る研修 224 (25.1%)

障害者サービスに係る研修 317 (35.5%)

回答のあった57都道府県立図書館のうち91.2%が研修を主催しています。そのうちデジタル社会への

対応に係る研修を実施しているのは48.1%、障害者サービスに係る研修を実施しているのは59.6%でした。

また回答のあった2549市区町村立図書館のうち894館（35.1%）が研修を主催しています。そのうちデジ

タル社会への対応に係る研修を実施しているのは25.1%、障害者サービスに係る研修を実施しているのは

35.5%でした。
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1. 公立図書館/地方公共団体における研修実施状況

デジタル社会への対応に係る研修とは？

障害者サービスに係る研修とは？



学校図書館所管課主催の研修実施状況

回答数 研修実施 本調査研究における研修テーマの実施

都道府県・
政令市・中核市 120

108
(90.0%)

デジタル社会に対応した読書活動に係る研修 51 (47.2%)

障害のある子供の読書活動に係る研修 20 (18.5%)

その他市区町村 1173
364

(31.0%)

デジタル社会に対応した読書活動に係る研修 103 (28.3%)

障害のある子供の読書活動に係る研修 28 (7.7%)

回答のあった120都道府県・政令市・中核市のうち研修を実施しているのは90.0%でした。そのうちデジタ

ル社会に対応した読書活動に係る研修を実施しているのは47.2%、障害のある子供の読書活動に係る研修を実

施しているのは18.5%でした。また回答のあった1173その他市区町村のうち研修を実施しているのは31.0%で

した。そのうちデジタル社会に対応した読書活動に係る研修を実施しているのは28.3%、障害のある子供の読

書活動に係る研修を実施しているのは7.7%でした。

また実施している研修の内訳は、「学校司書研修のみ」という回答が最も多く、次いで「合同研修のみ」や

「合同研修と学校司書研修」という回答が多いという結果になりました。「合同研修に加えて、司書教諭研修

と学校司書研修をそれぞれ実施」という回答は都道府県・政令市・中核市では14.8%、その他市区町村では

3.6%でした
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学校図書館所管課主催の研修の内訳



特別支援学校を含む教員研修担当課主催の研修実施状況・法定研修

回答数
読書活動に係る
内容の実施

本調査研究における研修テーマの実施

都道府県・
政令市・中核市 120

33
(27.5%)

デジタル社会に対応した読書活動に係る研修 4 (12.1%)

障害のある子供の読書活動に係る研修 3 (9.1%)

回答のあった120都道府県・政令市・中核市のうち初任者研修・中堅教諭等資質向上研修のいずれか、もし

くは両方で読書活動に係る内容を実施しているのは27.5%でした。そのうちデジタル社会に対応した読書活動

に係る研修を実施しているのは12.1%、障害のある子供の読書活動に係る研修を実施しているのは9.1%でした。
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特別支援学校を含む教員研修担当課主催の研修実施状況・法定以外の研修

回答数
読書活動に係る

内容実施
本調査研究における研修テーマ

都道府県・
政令市・中核市 120

54
(45.0%)

デジタル社会に対応した読書活動に係る研修 13 (24.1%)

障害のある子供の読書活動に係る研修 5 (9.3%)

その他市区町村 1173
123

(10.5%)

デジタル社会に対応した読書活動に係る研修 25 (20.3%)

障害のある子供の読書活動に係る研修 7 (5.7%)

回答のあった120都道府県、政令市・中核市のうち法定研修以外で読書活動に係る内容を実施しているのは

45.0%でした。そのうちデジタル社会に対応した読書活動に係る研修を実施しているのは24.1%、障害のある

子供の読書活動に係る研修を実施しているのは9.3%でした。また回答のあった1173その他市区町村のうち読

書活動に係る内容を実施しているのは10.5%でした。そのうちデジタル社会に対応した読書活動に係る研修を

実施しているのは20.3%、障害のある子供の読書活動に係る研修を実施しているのは5.7%でした。

本調査研究では障害のある子供の読書活動に係る研修の具体的内容として例示しています。

・読書バリアフリー法・計画について

・視覚障害者等が利用するアクセシブルな書籍及び電子書籍の基礎と利用方法

・その他アクセシブルな書籍及び電子書籍の基礎と利用方法

・地域の公共図書館との連携による読書バリアフリー推進

・サピエ図書館や国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービスの活用

・点訳や音訳、アクセシブルな電子データの製作方法

本調査研究では以下をデジタル社会に対応した読書活動に係る研修の具体的内容として例示しています。

・蔵書管理ソフトの運用と活用

・情報サービスの必要性と種類、授業での活用

・パスファインダー等の作成の仕方と活用

・GIGAスクール時代の学校図書館経営

・電子書籍、電子図書館

デジタル社会に対応した読書活動に係る研修とは？

障害のある子供の読書活動に係る研修とは？



幼児教育所管課主催の研修実施状況・法定研修

回答数
絵本や読み聞かせに

係る内容実施
本調査研究における研修テーマの実施

都道府県・
政令市・中核市 120

34
(28.3%)

電子書籍を用いた読み聞かせに係る研修 1 (3.0%)

障害のある子供への読み聞かせに係る研修 4 (11.8%)

回答のあった120都道府県・政令市・中核市のうち幼稚園教諭や保育教諭の初任者研修・中堅教諭等資質向

上研修のいずれか、もしくは両方で絵本や読み聞かせに係る内容を実施しているのは28.3%でした。そのうち

電子書籍を用いた読み聞かせに係る研修を実施しているのは3.0%、障害のある子供への読み聞かせに係る研修

を実施しているのは11.8%でした。

幼児教育所管課主催の研修実施状況・法定以外の研修

回答図数
絵本や読み聞かせに

係る内容実施
本調査研究における研修テーマ

都道府県・
政令市・中核市 120

31
(25.8%)

電子書籍を用いた読み聞かせに係る研修 2 (6.5%)

障害のある子供への読み聞かせに係る研修 4 (12.9%)

その他市区町村 1173
96

(8.2%)

電子書籍を用いた読み聞かせに係る研修 5 (5.2%)

障害のある子供への読み聞かせに係る研修 15 (15.6%)

回答のあった120都道府県・政令市・中核市のうち幼稚園教諭や保育教諭の法定以外の研修で絵本や読み聞

かせに係る内容を実施しているのは25.8%でした。そのうち電子書籍を用いた読み聞かせに係る研修を実施し

ているのは6.5%、障害のある子供への読み聞かせに係る研修を実施しているのは12.9%でした。また回答の

あった1173その他市区町村のうち絵本や読み聞かせに係る内容を実施しているのは8.2%でした。そのうちデ

ジタル社会に対応した読書活動に係る研修を実施しているのは5.2%、障害のある子供の読書活動に係る研修を

実施しているのは15.6%でした。

保育所所管課主催の研修実施状況

回答数
絵本や読み聞かせに

係る内容実施
本調査研究における研修テーマ

都道府県・
政令市・中核市 1293

101
(7.8%)

電子書籍を用いた読み聞かせに係る研修 1 (1.0%)

障害のある子供への読み聞かせに係る研修 11 (10.9%)

回答のあった1293都道府県、政令市・中核市、その他市区町村のうち、保育士研修において絵本や読み聞

かせにかかる内容を実施しているのは7.8%でした。そのうち電子書籍を用いた読み聞かせに係る研修を実施し

ているのは1.0%、障害のある子供への読み聞かせに係る研修を実施しているのは10.9%でした。
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2. 研修を実施していない理由

研
修
主
催

読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー 

デ
ジ
タ
ル
社
会
へ
の
対
応

・本館や中央館、都道府県立図書館が主催する研修に参加しているため

研修を主催していない図書館のうち、約5割の政令市・中核市立図書館と3割以上のその他

市区町村立図書館から回答がありました。

・専任や常駐の職員が少ない/いないため

同じく研修を主催していない図書館のうち、政令市・中核市とその他市区町村のともに1

割未満ではありますが回答がありました。→先進事例③を参考

・司書教諭の発令・学校司書の配置をしていないため

研修を主催していない政令市・中核市を除く市区町村の1割以上から回答がありました。

→先進事例④を参考

・図書館のICT活用やデジタル化の対応が進んでいないため

デジタル社会への対応に係る研修を実施していない都道府県立図書館の3割以上、政令市・

中核市立図書館の約2割、その他市区町村立図書館の5割以上から回答がありました。

→先進事例②を参考

・どのような内容を実施すればよいか分からないため

同じくデジタル社会への対応に係る研修を実施していない都道府県立図書館と政令市・中

核市立図書館、その他市区町村立図書館の2割以上から回答がありました。

 →先進事例②③を参考
また学校図書館所管課がデジタル社会に対応した読書活動に係る研修を実施していない都

道府県と政令市・中核市の約2割、その他市区町村の約4割からも回答がありました。

→先進事例④⑤を参考
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公立図書館や学校図書館所管課の回答を中心に、デジタル社会への対応・デジタル社会に対応した読

書活動に係る研修、障害者サービス・障害のある子供の読書活動に係る研修を実施していない理由や、

研修自体を主催していない理由として挙げられた回答の中から特徴のあるものをいくつか紹介します。

・どのような内容を実施すればよいか分からないため

障害者サービスにかかる研修を実施していない都道府県立図書館と政令市・中核市立図書

館の約1割、政令市・中核市立図書館の約3割から回答がありました。

→先進事例①②⑥を参考

また学校図書館所管課が障害のある子供の読書活動に係る研修を実施していない都道府県

の約1割、政令市・中核市の2割以上、その他市区町村の約4割からも回答がありました。 

→先進事例④⑤⑥を参考



3. 先進事例集
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ここからは、デジタル社会への対応・デジタル社会に対応した読書活動や障害者サービス・障害のあ

る子供の読書活動に関して、読書活動の推進に携わる人材の育成に今後取組を実施する公立図書館や地

方公共団体の参考となる事例をご紹介します。

図書館職員を対象とした事例

対象団体 事例

事例① 徳島県教育委員会
社会福祉事業団と連携した
読書バリアフリー研修

事例② 山形県立図書館 実践しやすさを重視した研修の実施

事例③ 多摩市立図書館
会計年度任用職員を含む職員への
デジタル活用の実践的な研修

学校司書（学校図書館担当職員）を対象とした事例

対象団体 事例

事例④ 北海道教育委員会
学校司書(学校図書館担当職員)を対象とし
た講習プログラムの充実

事例⑤ 杉並区立済美教育センター 学校司書を対象とした多様な研修の充実

その他を対象とした事例

対象団体 事例

事例⑥
国立青少年教育振興機構
絵本専門士委員会事務局

絵本専門士養成講座の取り組み



公立図書館職員への研修は、従来より徳島県読書振興

協議会の主催により実施されていますが、読書バリアフ

リーに係る内容についての強化を図るため、教育委員会

にて同内容の研修を実施することが検討されました。し

かし、担当課の持つ人的リソースや専門性に限りがある

ことから、県内の社会福祉事業団に委託をして研修を実

施することとなりました。

研修は年間2回の実施となっており、内容については

担当課と委託先との協議後に決定し、講師については県

立図書館とも連携して選定されています。研修内容は、

徳島県教育委員会の事例
〜社会福祉事業団と連携した読書バリアフリー研修〜

研修開始のきっかけは読書バリアフリー推進計画の策定

8

徳島県教育委員会では、国による令和元年の読書バリアフリー基本法の施行および、令和2年7月の読

書バリアフリー基本計画の策定を機に、令和3年7月に「徳島県読書バリアフリー推進計画」が策定され

ました。計画における施策の基本的な方向として「読書を支援する環境の充実と人材の養成」が挙げら

れており、視覚障害者等が図書館を円滑に利用するための環境づくりの促進と、利用を支援する関係者

の養成・資質向上、共生社会実現の気運醸成が図られています。

社会福祉事業団への委託による研修内容の充実

子供への普及を目指した研修対象の拡大

子供たちの利用頻度がより高い、学校図書館の担当者や保護者へと研修の対象を広げていくことや、

学校教育課・特別支援教育課等との連携による普及啓発などに取り組んでいくことが視野に入れられて

います。※ヒアリング後の令和６年２月に実施した研修では、実際に小・中・高等・特別支援学校等の

学校図書館関係者や保護者を対象に含んだ研修が実施されています。

県内の実務者による先進的取組及び事例の発表や、障がい特性に応じた読書媒体や支援ツールについて

の説明・体験会など、基礎的な内容から発展的な内容へと徐々に移行されています。勤務地や業務の都

合により参加が難しい受講者への対応として、オンラインやオンデマンド配信も行われています。

ポイント

読書バリアフリー推進計画と連動した研修実施

計画にて人材の養成が重点施策として明記され、成果指標として「研修受講者数」

が定められていることで、毎年継続した研修が実施されていました。

専門性を持つ団体への委託

教育委員会として研修内容の策定に関わった上で、限られたリソースの中で読書バ

リアフリーに関する専門性の高い内容や読書媒体・読書支援機器についての研修を

実施することができています。

研修の様子



デジタル社会への対応に係る研修では、電子書籍サー

ビスに関する研修のほか、資料のデジタル化についての

研修が２回実施されています。資料のデジタル化の研修

では、国立国会図書館の関西館から講師を招聘し、県内

と県外の事例発表や意見交換が行われました。これらの

研修は県立図書館職員だけでなく県内の市町村立図書館

職員も対象とされています。

障害者サービスに係る研修では、全職員へ視覚障害の

基礎的な知識や点字図書館の基礎情報のインプット、

山形県立図書館の事例
〜実践しやすさを重視した研修の実施〜

動機づけを目的とした研修の開始

9

山形県立図書館では、県内で電子書籍サービスを実施している公立図書館が１館のみ、デジタルアー

カイブを提供している館も少ないという状況下で、予算や人的コスト不足の中でも可能な範囲からの取

組が重要であるという意識づけを目的とした研修が実施されていました。またコロナ禍で利用が制限さ

れていた県立図書館の対面朗読室の運用開始をきっかけとして、障害者、特に視覚障害者へのサービス

に係る研修が実施されていました。

身近な実践と利用者目線を重視した研修の実施

研修の継続とより多様な利用者への対応に向けた研修の充実

デジタル社会への対応に係る研修は初年度の実施を経て、来年度以降の継続や取組の発展が課題とさ

れています。市町村立図書館の参加率は電子書籍サービスが6割程度、資料のデジタル化が4割程度だっ

たため、県立図書館が率先して取り組みながら、研修その他の方法で繰り返し意識づけや動機づけを

図っていくことが検討されています。障害者サービスに係る研修については、対面朗読室の本格運用を

機にサービスの周知・普及や、様々な障害のある利用者を受け入れるための研修の実施を今後は検討し

ていくとのことです。

ポイント

公立図書館のデジタル化が発展途上な中での人材育成への取り組み

デジタル化を進めていくためには職員一人ひとりの意識が重要であり、そのための

動機づけとしてすぐに実践できる取組の研修から始められています。

利用者目線に立った読書バリアフリーに係る研修

読書バリアフリー法などの基礎内容だけでなく、視覚障害のある利用者の目線に

立ってどのようなサービスを提供すればよいかを学ぶことができています。

全盲の講師を招いての視覚障害者に必要な支援についての講演が実施されました。また実際に障害者

サービスに関わる職員を対象に、疑似体験ゴーグルを用いて視覚障害者が実際に利用する際にハードル

となる部分を把握したり接遇のノウハウを学ぶことのできる実地的な研修も実施されました。

研修の様子



す。また障害者サービスに係る研修は新任職員への研修での実施とのことでしたが、新任研修を配属直後とその半年

後の２回に分けて実施することで、職員のより深い理解を促すという工夫もされています。

年間３回の研修を職員（会計年度任用職員を含む）を対象

として実施しています(今年度は新たに中央図書館開館の影響

により２回のみ)。研修内容や講師の招聘は年度毎に検討され

ています。

今年度はデジタル社会への対応に係る研修として、著作権

やレファレンスとオンラインデータベースの利用・活用方法

に関する内容を、実際にデータベースを提供している事業者

を招き、実践的な使用法についてのインプットが実施されま

した。特に会計年度任用職員（専門スタッフ）からはレファ

レンス研修のニーズが大きいこともあり、事業者を講師とし

て招聘して、細かな使い方を学ぶことができるようにするこ

とで、研修後の参加者の満足度は高い傾向にあるとのことで

多摩市立図書館の事例
〜会計年度任用職員を含む職員へのデジタル活用の実践的な研修〜

職員のスキルアップ機会を担保する重要性

10

公立図書館には市民の課題解決に資する取り組みが求められるため、職員も豊富な知識と中長期的な視野を持っ

て日常の業務にあたる必要があります。多摩市立図書館には図書館職員が約110人おり、学校や地域との連携、障害

者サービス、児童サービス等を担当する職員（会計年度任用職員を含む）が３分の２を占めているため、これらの

職員を対象に外部研修への参加派遣を充実させることが難しいという状況があります。そのため、館内研修、特に

実践的な内容の研修を充実させることで職員のスキルアップを図り、市民のニーズに応えたサービス提供を可能に

するための施策が行われています。

データベース事業者による細かな使用方法までの実践的な研修

研修回数が限定される中での人材育成機会の充実

ポイント

会計年度任用職員も含む職員への実施

休館日を活用して会計年度任用職員も含んだ職員を対象とした研修を実施すること

で、職員のスキルアップの機会を担保することができています。

データベース事業者を招聘した実践的な研修

実際にオンラインデーターベースを提供している事業者を講師として招くことで、

すぐに業務で使える実践的な知識やスキルを得ることができています。

研修は休館日に設定せざるを得ないため開催回数が限られ、対象者が多いため少人数グループで実践的な研修を実

施することや、個々の職員が持つ知識を共有する仕組みづくりが検討されています。また、市の他部署の課題等を理

解した上で業務にあたることができるような育成計画の策定も今後検討していくとのことでした。

研修の様子



文部科学省が提示する「学校司書のモデルカリキュラ

ム」を参考に年間２８時間の講習が実施されています。

学校司書・図書館担当事務職員等が対象とされており、

市町村立小中学校の学校司書等には情報提供がされてい

ます。Google Classroomを利用したオンライン研修を

実施しており、冬季休業中などでも視聴可能なオンデマ

ンドでの配信も行なわれています。

デジタル社会に対応した読書活動に係る研修としては

「情報技術と現代社会・情報資源の発達と図書館サービ

ス」という講義があり、ネットワークの基礎や図書館に

おける情報技術活用の現状についての研修が実施されて

北海道教育委員会の事例
〜学校司書(学校図書館担当職員)を対象とした講習プログラムの充実〜

学校司書の配置率向上を狙っての講習開始

11

北海道では、財政不足や人材不足に起因して道内の学校の学校司書の配置率の低さが課題として挙げ

られています。特に他都府県と比較して面積が大きく学校間や市区町村間の距離が遠いため、人の移動

が容易ではなく道内隅々まで人材を確保することが難しい状況があります。そこで地域での人材育成の

ためのオンラインの講習が開設されました。

年間２８時間の充実した講習プログラム

学校司書同士の交流を深められる講習の検討

ポイント

学校司書配置率向上のための施策としての講習の充実

講習を充実させて学校司書に必要な知識の普及や技能の向上を図ることで、学校司

書の担い手の確保に取り組んでいました。

オンライン/オンデマンド配信による受講可能範囲の拡大

オンラインの講習により道内全域に講習を届けることができています。またオンラ

インでも交流を促せるような仕組みづくりへの取組も行われています。

学校司書同士の交流が生まれるよう、ブレイクアウトルームでの議論や学校司書同士での事例の紹介

によって交流を深められるようにしたり、LINEオープンチャット等を利用して平時からの交流を促せる

仕組みづくりが検討されたりしています。また、学校司書の位置付けの明確化と制度設計により、学校

司書の配置率向上に向けた更なる取り組みを実施していくとのことです。

います。また障害のある子供の読書活動に係る研修としては「特別支援教育の現状と課題」という講義

があり、特別支援教育をめぐる関係法規やインクルーシブ教育についての研修が実施されています。

講義中の実演の様子



杉並区では、学校司書を対象に毎月１回の定例研修と年に数回の選択研

修が実施されています。定例研修は経験年数にかかわらず、区立小中学校

の学校司書６３人全てが対象です。学校図書館の３つの機能のうち、特に

学習センター、情報センター機能が重視され、探究的な学習の講義やそれ

に沿う授業支援事例発表、タブレット端末を使用した情報活用スキルアッ

プなどの研修が企画・実施されています。令和5年度はデジタル社会に対

応した読書活動を考えるきっかけとして「読み書きでの紙とデジタルの適

切な使い分け～認知科学からの考察」のテーマで専門的な知識をもつ講師

が招聘されました。それぞれの読み方にどんな特徴があるのか、デジタル

機器を用いた子どもの読書の問題点や課題が学習されました。また「特別

支援教育と学校図書館」についても、毎年研修が実施されました。令和5

年度は「手で見る学習絵本『テルミ』」について、編集者の講演会を行い

ました。広く読書バリアフリーにアプローチする内容で非常に有意義な研

修となりました。

杉並区立済美教育センターの事例
〜学校司書を対象とした多様な研修の充実〜

学校図書館サポートデスクの設置と研修の充実
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杉並区では、2012年度から学校司書を教育委員会が直接雇用し、区立の小中学校へ配置しています（特別支

援学校を除く）。教育センター内には学校図書館を支援する役割を持つ「学校図書館サポートデスク」が設置

されており、学校司書や司書教諭等への研修の充実が図られてきました。

特別支援教育に係る研修と時流に沿った研修の実施

参加者の理解度の差への対応と学校現場での実践の後押し

ポイント

多様な内容を取り扱う毎月の学校司書定例研修の実施

毎月区内の全学校司書を対象とした研修が実施され、内容も多岐にわたるため、人

材育成機会が非常に充実しています。

学校図書館サポートデスク職員の情報収集

研修企画や講師の招聘は、学校図書館サポートデスクの職員が担っています。学校

教育や学校図書館に関する外部研修へ参加したり、関連書籍やインターネットの情

報等から情報収集したりしながら、講師候補の選定から運営までが行われてます。

研修対象となる学校司書の経験年数の差や勤務する学校毎の取組の差があることにより、参加者それぞれの

経験や理解度に沿って研修を充実させていくことに取り組んでいきたいとのことです。また子供の読書活動推

進のために、研修を実施するだけでなく、受講した学校司書が学びを活かして学校での教員との関係性やコ

ミュニケーションの向上に取り組めるような底上げに取り組んでいくとのことです。

他にも学校司書の経験年数の差や不足する知識を補完するものとして、初任者研修を実施したり、新刊図書

案内や本の修理など、希望者が選択して受講できたりする研修も企画しています。また研修を受講した学校司

書が、その学びを勤務校で活かして、子どもたちの学習活動の充実につなげられるよう環境面からも支援を

行っています。

手で見る学習絵本『テルミ』
（発行元：日本児童教育振興財団）

https://faje.or.jp/terumi/

https://faje.or.jp/terumi/


「知識を深める」「技能を高める」「感性を磨く」の3つの領域から

講座は構成されており、年間計30コマの講義が実施されています。絵

本に関わる多様な領域の専門家や実践家が講師を務めており、絵本や

読み聞かせに関する内容を幅広く、かつ基礎から実践まで学ぶことが

可能となっています。

今年度は障害を持つ子供への読み聞かせに係る研修として「支援が

必要な人々や高齢者への絵本の役割」という講座が「技能を高める」

国立青少年教育振興機構の事例
〜絵本専門士養成講座の取り組み〜

子供の読書活動に携わる人材の養成と普及の重要性

13

2014年に、子供たちの健やかな成長を促す絵本の可能性やその活用法を、地域社会全般に普及させる

とともに、実際に絵本の読み聞かせやワークショップをはじめ子供達の読書活動の推進に携わる、絵本

の専門家の養成のための制度が創設されました。2013年に策定された第三次「子どもの読書活動の推進

に関する基本的な計画」で定められた読書に関する環境整備と人材育成に関する具体的な施策と連動し

た制度となっており、過去10年間にわたって様々な立場で子供の読書活動に携わる人材を数多く養成さ

れています。

障害の種別や特性といった基礎的な内容や実践方法を学ぶ

養成した人材の読書活動推進への貢献

ポイント

子供の読書活動に携わる幅広い人材を対象とした外部講座

図書館関係者から教員、幼稚園教諭・保育士など読書活動に携わる幅広い人材が対

象となっており、参加派遣する外部研修としての選択肢の1つになります。

障害の種別や特性といった基礎的な内容から実践

視覚障害だけでなく様々な障害の種別や特性から、それぞれの障害に応じた絵本の

選定方法や読み聞かせ方法などの幅広い内容を学ぶことができます。

2023年３月に策定された第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」に沿って研修内容

を充実させていくことを今後検討していきます。また絵本専門士という制度の知名度の向上や、過去養

成講座を受講した絵本専門士がそれぞれの所在する地域で子供の読書活動推進へ貢献していけるような

取組も検討されています。

の領域で実施されました。視覚障害のある子供の読み聞かせを支援するNPO法人から講師を招聘し、視

覚障害をはじめとする様々な障害の種別についてのインプットから、それぞれの特性を踏まえてどのよ

うな絵本を選ぶと良いのかなど紹介する技術の実践についての内容が実施されています。

研修の様子



調査検討委員会委員

（敬称略・五十音順）

＜座長＞

秋田喜代美 学習院大学 教授

＜委員＞

秋山 里和 千葉県総合教育センター 研修企画部 基礎力向上班 班長

小林 隆志 鳥取県立図書館 館長

竹村 和子 公益社団法人全国学校図書館協議会 常務理事・事務局長

野口 武悟 専修大学 教授
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